「重要事項説明書２」（令和８年度版）
1．介護保険給付対象

○サービスの費用
「利用料金表Ａ（日額）」
	
	要支援２
	要介護１
	要介護２
	要介護３
	要介護４
	要介護５

	認知症対応型共同生活介護費（Ⅱ）
	7,490円
	7,530円
	7,880円
	8,120円
	8,280円
	8,450円

	加　算　項　目
	各介護度共通

	初　期　加　算
	３００円

	入院時算定加算　　　注１
	２,４６０円

	医療連携体制加算　　注２
	（Ⅰ）イ570円 （Ⅰ）ロ470円 （Ⅰ）ハ370円
（Ⅱ）　 50円 

	若年性認知症利用者受入加算
	１，２００円

	退居時相談援助加算
	４，０００円

	退居時情報提供加算
	２，５００円

	認知症専門ケア加算
	（Ⅰ）３０円　　（Ⅱ）４０円

	夜間支援体制加算（Ⅱ）
	２５０円

	新興感染症等施設療養費
	２，４００円

	サービス提供体制強化加算
	（Ⅰ）２２０円　　（Ⅱ）１８０円　　（Ⅲ）６０円

	看取り介護加算注３
	死亡日以前31日以上45日以下
	　　　　　　　　７２０円

	
	死亡日以前4日以上30日以下
	　　　　　　１，４４０円

	
	死亡日の前日及び前々日
	　　　　　　６，８００円

	
	死亡日
	１２,８００円


※要介護認定の方は、上記利用料金の各利用者の負担割合に応じた額の負担となります
※各加算については、介護保険法令に従い、要件を満たした場合に算定します。

　※初期加算：入居されてから、または３０日以上の入院治療後再入所されてから、３０日間のみ算定の加算となります。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　※医療連携体制加算：当事業所では、可能な限りグループホームでの生活が継続できるように　日常の健康管理や医療ニーズが必要となった場合に適切な対応がとれる等の体制を整備しています。また、重度化した場合の対応に係る指針や看取りに関する指針を定め、協力医療機関との連携や、看護師の24時間オンコール体制を確保しております。
　※注１は、病院又は診療所に入院が必要となり、入院後３ヶ月以内の退院が明らかに見込まれる場合に１月に６日を限度として所定単位数に代えて算定します。その場合には、状況に応じた適切な関与を入院中も継続し、退院後の再入居がスムーズに行える状況を確保します。
※注２・注３は、認定区分が要支援２の場合は算定されません。
※新興感染症等施設療養費：入所者等が別に厚生労働大臣が定める感染症に感染した場合に相談対応、診療、入院調整等を行う医療機関を確保し、かつ、当該感染症に感染した入居者に対し、適切な感染対策を行った上で、介護サービスを行った場合に、1月に１回、連続する５日を限度として算定します。
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「利用料金表Ｂ（月額）」
	生活機能向上連携加算
	（Ⅰ）１,０００円　　　（Ⅱ）２,０００円

	認知症チームケア推進加算
	（Ⅰ）１,５００円　　　（Ⅱ）１,２００円

	協力医療機関連携加算
	（Ⅰ）１,０００円　　　（Ⅱ）４０円

	栄養管理体制加算
	　　　　　　　　   ３００円

	科学的介護推進体制加算
	　　　　　　　　　 ４００円

	高齢者施設等感染対策向上加算
	（Ⅰ）１００円　　　　（Ⅱ）　５０円

	生産性向上推進体制加算
	（Ⅰ）１,０００円      （Ⅱ）１００円

	介護職員等処遇改善加算（Ⅰイ）
	上記「利用料金表Ａ」に該当する利用料金の合計に、

１００分の２１を乗じ、１円単位を四捨五入した金額

	介護職員等処遇改善加算（Ⅰロ）
	上記「利用料金表Ａ」に該当する利用料金の合計に、

１，０００分の２２８を乗じ、１円単位を四捨五入した金額


○介護保険給付対象外サービス（利用料の全額をご負担いただきます）
家賃・共益費（月額）

	家　　　賃
	Ａタイプ　(南向・ﾍﾞﾗﾝﾀﾞ付)
	５０，０００円

	
	Ｂタイプ　(東向・東南角を除く)
	４８，０００円

	水光熱費等
	２３，０００円


※１．水光熱費等の計算根拠は、光熱水費等の予想額を基に算定しております。著しく差異が生じた場合には、変更することがあります。その場合には、利用者または家族の方に説明のうえ同意を得て変更いたします。

※２．医療機関に入院された場合等は、家賃のみのご負担となり、水光熱費等については利用に　　応じた料金となります。
○食材料費（おやつ代含む）

	１日あたり

１，３５０円
	内　　訳（１食あたり）

	
	朝　食
	昼　食
	夕　食

	
	３５０円
	５５０円
	４５０円


※　外出・外泊等により各食事を中止する場合は、２日前までにご連絡いただければ料金負担は
必要ありません。
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○その他

	種　　類
	内　　　　容
	利用料

	日用品等
	日常生活に必要な物品であってご利用者に負担させることが適当とみとめられるもの及び嗜好品については、その　都度利用者又はその家族に説明を行い、同意を得たものに限り徴収する。(ｵﾑﾂ代・外食・理容・写真等の費用)
	実費負担

	ﾚｸﾘｴｰｼｮﾝ等行事
	参加の可否については任意です。
	実費負担


２．利用料等のお支払い方法

　請求書は、毎月１０日までに利用料明細書により請求いたします。

利用料金は、月ごとの精算とし、下記いずれかの方法にてお支払いいただきます。

① 利用翌月２０日迄に振込
② ゆうちょ銀行での引き落とし


～ 振込先 ～

　　　　　　　四国銀行　万々支店　普通預金　№０５４５７８６
　　　　　　　　　　口座名：医療法人大和会　理事長　福田善晴
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